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ー

ビ
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名
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予
防
サ
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う
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又
は

氏
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主
た
る
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務
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の
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在
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又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

村
上
秀
樹

青
森
市
栄
町
二
丁

目
二
の
一

介
護
予
防

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

村
上
内
科
胃

腸
科
医
院

青
森
市
栄
町
二
丁

目
二
の
一

平
成

��

･

��･

�

平
成
二
十
年

十
一
月
二
十
五
日

(

火
曜
日)

第
三
千
十
五
号



( )

の
結
果
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。
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成
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五
日

公

告
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に
係
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の
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の
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に
関
す
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公
示
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方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

共
通
基
盤
シ
ス
テ
ム
機
器
等
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
企
画
政
策
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日
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製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製造年月

試
験

結
果

の
概

要
違反の内容

粗たん白質

粗脂肪

カルシウム

リン

粗繊維

粗灰分

塩基性窒素

揮発性

水溶性窒素

消化率

ペプシン

ＴＤＮ

ＭＥ

検査

その他の
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
kcal� ㎏

水
分
％

日
和
産
業
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24の
９

ト
キ
ワ
印
配
合
飼
料

ト
キ
ワ
幼
雛
Ａ
Ｐ

20.10
24.1

5.1
1.22

0.77
1.7

6.3
―

―
―

―
3,050

11.2

同
左

ニ
チ
ワ
印
肉
用
種
鶏
成
鶏
飼
育

用
配
合
飼
料

ブ
ロ
種
鶏

20.10
16.4

3.7
3.74

0.51
2.0

11.3
―

―
―

―
2,800

12.0

ニ
チ
ワ
印
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育
後

期
用
配
合
飼
料

Ｅ
Ｐ
グ
ロ
ア
ー

20.10
18.9

7.8
0.96

0.57
1.9

4.8
―

―
―

―
3,210

12.1

み
ち
の
く
飼
料
株
式
会

社八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24の
９

日
清
丸
紅
印
肉
牛
用
配
合
飼

料神
明
Ｍ
後
期

20.10
12.2

4.1
0.62

0.46
2.7

4.0
―

―
―

76.0
―

13.8

同
左

Ｒ
Ｆ
ク
ロ
ス

20.10
13.1

4.3
0.35

0.57
5.6

4.2
―

―
―

73.9
―

13.8

Ｒ
Ｆ
ビ
ー
フ
翔

20.10
13.3

4.0
0.38

0.49
4.9

4.0
―

―
―

75.6
―

13.5

注
試
験
結
果
の
概
要
の
欄
中
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査
に
あ
っ
て
は
､
個
別
検
査
項
目
別
に
分
析
結
果
を
示
し
､
違
反
の
内
容
の
欄
に
表
示
成
分
量
に
対
す
る
過
不
足
量
等
を
示
す
｡
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五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
リ
ー
ス
株
式
会
社

東
京
都
港
区
芝
五
丁
目
二
九
の
一
一

六

契
約
金
額

二
千
三
百
六
十
八
万
八
千
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

賃
貸
借
機
器
等
に
要
求
す
る
仕
様
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
申
請
書
等
を
提
出
し
た
者

で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者

を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
年
九
月
三
日

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

グ
ル
ー
プ
ウ
ェ
ア
シ
ス
テ
ム
機
器
等
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
企
画
政
策
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
年
十
月
二
十
九
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ー
ビ
ス

青
森
市
新
町
二
丁
目
六
の
二
九

六

契
約
金
額

二
千
百
九
十
八
万
七
千
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

賃
貸
借
機
器
等
に
要
求
す
る
仕
様
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
申
請
書
等
を
提
出
し
た
者

で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者

を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
年
九
月
十
六
日

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
十
一
月
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
燭
光

三

代
表
者
の
氏
名

一
戸

彰
晃

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
金
木
町
朝
日
山
四
三
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
使
用
済
蝋
燭
を
回
収
し
、
そ
れ
を
原
料
と
し
て
蝋
燭
を
製
造
し
会
員
に
廉
価
で

販
売
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
エ
コ
ロ
ジ
ー
に
取
り
組
み
、
人
権
・
平
和
・
環
境
問
題
に
取
り
組
む
事

を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
平
川
市
体
育
協
会

三

代
表
者
の
氏
名

古
川

昭
二

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平
川
市
新
館
野
木
和
四
八

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
平
川
市
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
団
体
等
と
地
域
住
民
に
対
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
教
室

や
大
会
等
の
事
業
を
行
い
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
と
連
帯
感
と
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
や
、
地
域
住

民
の
健
康
維
持
・
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

公

営

企

業

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
五
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
十
六
号

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程

(

平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第

十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

(

宿
日
直
手
当)

第
十
三
条

宿
日
直
手
当
は
、
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
、
就
業
規
程
第
十
六
条
に
規
定
す
る

祝
日
法
に
よ
る
休
日
及
び
年
末
年
始
の
休
日
並
び
に
就
業
規
程
第
十
七
条
に
規
定
す
る
代
休
日
に

お
い
て
、
本
来
の
勤
務
に
従
事
し
な
い
で
行
う
次
の
各
号
に
掲
げ
る
勤
務
に
対
し
て
支
給
す
る
も

の
と
し
、
手
当
の
額
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
勤
務
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
勤
務
一
回
に
つ
き
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
勤
務
時
間
が
五
時
間
未
満
の
場
合
は
、
当
該

各
号
に
掲
げ
る
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

医
師
に
よ
る
入
院
患
者
の
病
状
の
急
変
等
に
対
処
す
る
た
め
の
勤
務

二
万
円

(

管
理
職
手

当
の
区
分
が
二
類
、
三
類
、
四
類
又
は
五
類
の
職
を
占
め
る
職
員
の
行
う
も
の
に
あ
っ
て
は
、

一
万
二
千
円)

二

看
護
師
に
よ
る
看
護
業
務
の
管
理
又
は
監
督
並
び
に
救
急
の
外
来
患
者
及
び
入
院
患
者
に
緊

急
に
対
処
す
る
た
め
の
勤
務

六
千
五
百
円

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規

程
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
改
正
後
の
青
森

県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
第
十
三
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中

｢

六
千
五
百
円｣

と
あ
る
の
は

｢

六
千
六
百
円｣

と
す
る
。
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